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　ここでは、3月号に引き続き、平成１８年４月1日から
スタートした障害者自立支援法の障害福祉サービス
について、説明します。

　障害福祉サービスとは、在宅で訪問を受けたり通
所などで利用する「訪問系サービス」、入所施設で昼
間の活動を支援する「日中活動」、障害者入所施設で
住まいの場としてサービスを提供する「居住支援」
に分けられます。

内　　　　　容
サービスの
名称

自宅で入浴や排せつ、食事などの介助を
します。

居宅介護
（ホームヘルプ）

重度の障がいがあり、常に介護が必要な
人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの
介助や外出時の移動を補助します。

重度訪問介護

知的障がいや精神障がいにより行動が困難
で常に介護が必要な人に、行動するとき必要
な介助や外出時の移動の補助などをします。

行動援護

障がい児などが施設に通い、日常生活の
基本的な動作の指導や集団生活への適応
訓練などを受けられます。

児童デイサー
ビス

家で介護を行う人が病気などの場合、短
期間、施設へ入所できます。

短期入所
（ショートステ
イ）

常に介護が必要な人の中でも、介護が必要な程
度が非常に高いと認められた人には、居宅介護
などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

重度障害者等
包括支援

内　　　　　容
サービスの
名称

共同生活の場所で入浴や排せつ、食事の
介護などが受けられます。

共同生活介護
（ケアホーム）

施設に入所する人に、入浴や排せつ、食
事の介護などをします。

施設入所支援

地域で共同生活を営む人に、住居における相
談や日常生活上の援助をします。

共同生活援助
（グループホー
ム）

　サービスを利用した場合は、原則として費用の1割

を自己負担します。ただし、負担が重くなりすぎない

ように、所得に応じて上限が決められています。
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負担額対象となる人区　分
0円生活保護世帯の人生活保護

15,000円
住民税非課税世帯で障がい者または障が
い児の保護者の年収が80万円以下の人

低所得1

24,000円住民税非課税世帯で低所得1に該当しない人低所得2
37,200円住民税課税世帯の人一般
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　入所施設やグループホームを利用している人のう

ち、預貯金などが一定額以下の人には負担の減免制度

があります。※この制度は、3年の経過措置です。
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　施設でサービスを利用する場合の食費や高熱水費な

どは、全額自己負担です。ただし、所得の低い人は負

担が軽減されます。
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　一般の世帯で子どもを養育する費用と同じくらいの

負担になるように補足給付が行なわれます。
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　生活保護や低所得1、低所得2の人は、申請により補

足給付が支給され、負担が軽減されます。
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　18年4月からの3年間は、食費のうち人件費相当分は

給付され、食材料費のみを負担します。
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�詳しくは、福祉課障がいサービス係（「ゆとろ」内・

�23－3019）まで

（単位：円/月額）
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内　　　　　容
サービスの
名称

医療の必要な障がい者で常に介護が必要
な人に、医療機関で機能訓練や療養上の
管理、看護、介護をします。

療養介護

常に介護が必要な人に施設で入浴や排せ
つ、食事の介護や創作的活動などの機会
を提供します。

生活介護

自立した日常生活や社会生活ができるよ
う、一定の期間における身体機能や生活
能力向上のために必要な訓練をします。

自立訓練

就労を希望する人に、一定の期間における生
産活動やその他の活動の機会の提供、知識や
能力の向上のための訓練をします。

就労移行支援

通常の事業所で働くことが困難な人に、
就労の機会の提供や生産活動、その他の
活動の機会の提供、知識や能力の向上の
ための訓練をします。

就労継続支援
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開催日内   容

※ご利用は案内所へ トロッコ 

※貸自転車は案内所へサイクリング

7月16日（日）
8月12日（土）　

マウンテンバイク 森のサイク
リング（予約制）

9月5日（火）森のパークゴルフ大会 
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開催日内   容

毎日木組みの集い・木工芸

毎日道民の森作品展

１０月15日（日）まで陶芸（予約制）

5月5日（祝）キノコの森づくり（予約可） 

7月1日（土）
9月2日（土）

木工教室 　（予約制）  

7月27日（木）28（金）
8月10日（木）11（金）

夏休み陶芸教室　（予約制） 
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開催日内   容

5月1日（月）～10月31日（火）
※山菜の日・キノコの日を除く土日祝夏休  

森の観察会

（土日祝・夏休期間、平日は自由
工房）

森の体験工房 

 ※貸自転車　サイクリングセ
ンター（平日は案内所）

サイクリング

5月1日（月）～10月31日（火）道民の森作品展

5月3日（水）、8月12日（土）
9月23日（土） 

星の観察会  

5月20日（土）、21日（日）野鳥観察会

5月21日（日） 山菜の日

5月27日（土）（一番川地区も）魚の放流体験（稚魚の放流）

6月4日（日） 登山＆高山植物観察会  

6月18日（日）、9月24日（日）森と遊ぼう　（予約制） 

6月24日（土）、6月25日（日）　森の探検隊　（予約制） 

7月29日（土）～8月2日（水）夏休み「森の体験工房」（予約制） 

8月13日（日） 森と虫の探検  

9月17日（日） キノコの日  

10月7日（土）～10月8日（日）オリジナル作品作り 　（予約制） 
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開催日等内   容

6月～10月の毎日 ハーブティー試飲

7月16日（日）　草木染め体験教室（予約制） 
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開催日内   容

5月27日（土）　
(神居尻地区でも開催)

魚の放流体験（稚魚の放流）

7月23日（日）　森のクッキング教室 （予約制） 

8月7日（月）森の七夕まつり

8月10日（木）11日（金）夏休み陶芸教室　（予約制） 

　道民の森が5月1日にオープンします。自

然観察や散策、キャンプ場､バンガローの利

用などのほか、サイクリングにパークゴル

フをするも良し、大自然の中ひとりひとり

のサイズに合った利用ができます。

��������　道民の森管理事務所（℡

22-3911/FAX22-3993）

ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.pref.hokkaido.jp/srinmu/sr-

dmmkj/mori/top.html


